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No.

200
一
般
質
問

土
浦
新
港
か
ら
川
口
運

動
公
園
に
至
る
迂
回
の

整
備
を
！

古沢喜幸　議員

蓮
河
原
新
町
か
ら
湖
北
一
帯

ま
で
大
変
な
渋
滞
が
発
生
し

て
い
る
荒
川
沖
木
田
余
線
の
迂
回

路
と
し
て
、
元
京
成
ホ
テ
ル
の
跡

地
の
外
周
を
通
る
道
路
の
整
備
に

つ
い
て
伺
う
。

当
該
迂
回
路
は
、
荒
川
沖
木

田
余
線
を
一
度
は
迂
回
す
る

が
、
再
び
荒
川
沖
木
田
余
線
と
つ

な
が
る
こ
と
に
な
り
、
一
部
区
間

に
つ
い
て
は
一
時
的
に
車
両
の
分

散
を
図
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
全

体
的
な
交
通
渋
滞
の
解
消
は
難
し

い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

市
で
は
本
年
度
、
荒
川
沖
木
田

余
線
の
市
道
区
間
を
３
車
線
化
す

る
工
事
を
発
注
し
、
ま
た
県
に
お

い
て
も
、
県
道
部
分
に
つ
い
て
同

様
の
工
事
に
着
手
す
る
準
備
を

行
っ
て
お
り
、
こ
の
３
車
線
化
に

よ
り
交
通
渋
滞
の
解
消
が
図
れ
る

と
考
え
て
い
る
。

（
掲
載
以
外
の
質
問
事
項
）

・
大
津
波
で
発
生
し
た
ガ
レ
キ
の

受
け
入
れ
に
つ
い
て

・
新
築
以
来
住
み
続
け
た
住
宅
に

対
し
て
、
震
災
に
よ
る
住
宅
修

繕
助
成
が
適
用
さ
れ
な
い
矛
盾

に
つ
い
て

・
霞
ヶ
浦
の
砂
利
採
取
の
見
解
に

つ
い
て

・
予
算
・
決
算
書
に
お
け
る
節
の

項
目（
備
考
欄
）を
、
事
業
ご
と

及
び
50
音
順
に
並
べ
、
一
貫
性

を
持
た
せ
る
こ
と
に
つ
い
て

・
水
道
事
業
に
つ
い
て

質
問

建
設
部
長

野
焼
き
禁
止
に
つ
い
て藤川富雄　議員

野
焼
き
禁
止
に
つ
い
て
、
市

民
の
認
識
を
ど
れ
だ
け
把
握

し
て
、
そ
の
周
知
を
ど
う
し
て
い

る
の
か
。
ま
た
、
簡
易
ご
み
焼
却

炉
の
使
用
の
範
囲
や
場
所
、
日
時

な
ど
を
決
め
て
、
一
部
使
用
を
認

め
ら
れ
な
い
の
か
を
伺
う
。

野
焼
き
禁
止
に
対
す
る
市
民

の
認
識
に
つ
い
て
は
、
野
焼

き
の
行
為
者
が
野
焼
き
は
禁
止
と

認
識
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
の

で
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
つ
ち

う
ら
等
を
活
用
し
て
取
り
組
ん

で
い
る
が
、
な
お
一
層
の
周
知
を

図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

　

ま
た
、
簡
易
ご
み
の
焼
却
炉
の

使
用
に
つ
い
て
、
法
令
で
定
め
る

基
準
を
満
た
さ
な
い
焼
却
炉
な
ど

で
の
焼
却
は
認
め
ら
れ
な
い
た

め
、
簡
易
ご
み
焼
却
炉
の
使
用
の

範
囲
や
場
所
、
日
時
を
決
め
て
一

部
で
使
用
を
認
め
る
と
い
っ
た
例

外
規
定
等
は
な
い
。

（
掲
載
以
外
の
質
問
事
項
）

・
生
活
関
連
ゴ
ミ
に
つ
い
て

質
問

市
民
生

活
部
長

自
転
車
専
用
レ
ー
ン
の

設
置
に
つ
い
て

平石勝司　議員

観
光
客
や
市
民
の
視
点
に

立
っ
た
デ
ザ
イ
ン
や
カ
ラ
ー

の
案
内
標
識
や
自
転
車
専
用
レ
ー

ン
を
市
内
に
設
置
し
て
、
安
全
に

自
転
車
を
楽
し
め
る
利
用
環
境
の

整
備
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
自
転

車
専
用
レ
ー
ン
の
モ
デ
ル
路
線
の

設
置
に
つ
い
て
伺
う
。

市
街
地
で
は
、
未
だ
狭
隘
な

道
路
が
多
い
こ
と
に
加
え

て
、
道
路
管
理
者
の
国
や
県
、
県

警
と
の
協
議
な
ど
の
課
題
が
あ
る

が
、
自
動
車
を
運
転
し
な
い
方
々

が
気
軽
に
、
し
か
も
安
全
に
通
行

で
き
る
自
転
車
空
間
が
確
保
で
き

る
よ
う
、
現
在
実
施
し
て
い
る
自

転
車
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
検
討
基

礎
調
査
の
結
果
を
基
に
、
本
市
に

合
っ
た
自
転
車
空
間
の
整
備
を
検

討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
掲
載
以
外
の
質
問
事
項
）

・
ま
ち
の
駅
の
現
状
と
今
後
に
つ

い
て

・
自
転
車
総
合
対
策
に
お
け
る
現

状
と
取
り
組
み
に
つ
い
て

・
図
書
館
の
雑
誌
ス
ポ
ン
サ
ー
制

度
に
つ
い
て

質
問

都
市
整

備
部
長

定例会の詳細につきましては、下記施設にありま
す会議録を御覧ください。なお、平成23年第４
回定例会の会議録につきましては、３月上旬頃閲
覧可能となります。
図 書 館
南 支 所
上 大 津 支 所
都 和 支 所
中 央 出 張 所

神 立 出 張 所
都 和 公 民 館
一中地区公民館
二中地区公民館
三中地区公民館

四中地区公民館
上大津公民館
六中地区公民館
新治地区公民館 

議会を傍聴して
　　　　　みませ

んか議会を傍聴して
　　　　　みませ

んか
詳しくは、議会事務局へ

電話 029（826）1111　内線 2277
FAX 029（826）3379

インターネットの場合は、「土浦市議会事務局」と入力
して検索してください。「土浦市議会ホームページ」→
「傍聴」で詳しくお知らせしています。


